
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

率
は
、
２
年
ご
と
に
設
定
し
て
い
ま

す
。
平
成
25
年
度
は
、
被
保
険
者
均

等
割
額
５
万
１
８
２
８
円
、
所
得
割

率
10
・
１
７
％
に
よ
り
保
険
料
を
算

定
し
ま
す
（
平
成
24
年
度
と
同
じ
で

す
）。

保
険
料
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
る
場
合

①
被
保
険
者
均
等
割
額
の
軽
減

　
世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
保
険

料
の
被
保
険
者
均
等
割
額
（
５
万
１

８
２
８
円
）
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。（
下

表
参
照
）

②
所
得
割
額
の
軽
減

　
所
得
割
額
の
賦
課
対
象
者
の
う

ち
、
所
得
割
額
算
定
に
か
か
る
所
得

金
額
が
58
万
円
以
下
（
年
金
収
入
の

み
の
場
合
は
、
そ
の
収
入
が
２
１
１

万
円
以
下※

）
の
人
は
、
所
得
割
額

が
一
律
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※

収
入
の
あ
っ
た
年
の
12
月
31
日
時

点
で
65
歳
以
上
の
人
の
場
合

③
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養

者
で
あ
っ
た
人
の
保
険
料
の
軽
減

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
日
の
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の
健

康
保
険
や
共
済
組
合
、
船
員
保
険
の

被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
は
、
所
得
割

額
は
課
さ
れ
ず
、
被
保
険
者
均
等
割

額
の
９
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
・
国
民

健
康
保
険
組
合
に
加
入
さ
れ
て
い
た

人
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

④
留
意
事
項

　
軽
減
対
象
と
な
る
人
の
判
定
は
、

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

が
市
区
町
村
か
ら
提
供
さ
れ
た
所
得

情
報
に
基
づ
い
て
行
い
ま
す
の
で
、

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
か
ら
申
請
を
い

た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
所
得
情
報
が
な
い
場
合
は
判
定

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
所
得
の
な
い
人

は
高
齢
介
護
課
窓
口
へ
の
簡
易
申
告

な
ど
が
必
要
で
す
。

保
険
料
額
の
お
知
ら
せ
と
納
め
方
　

①
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
や
納
付
書

で
お
支
払
い
）
の
人

　
今
年
７
月
に
、
平
成
25
年
度
の
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
決
定
（
本

算
定
）
に
か
か
る
「
保
険
料
額
決
定

通
知
書
」
と
「
納
入
通
知
書
」
の
一

体
型
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

そ
の
後
、
口
座
振
替
や
納
付
書
（
納

入
通
知
書
）の
方
法
に
よ
り
９
期（
７

月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
）
で
納
め
て

い
た
だ
き
ま
す
。
た
だ
し
、
年
度
途

中
か
ら
特
別
徴
収
に
変
更
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
24
年
度
に
引
き
続
き

普
通
徴
収
で
お
支
払
い
い
た
だ
く
人

は
、
仮
徴
収
（
24
年
度
の
所
得
が
確

被保険者
１人当たり
５万 1,828 円

賦課のもととなる
所得×所得割率
（10.17％）

所得割額の算定にかかる賦課のもととなる所得金額は前年の総所得金額および
山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基
礎控除額33万円を控除した額です。（雑損失の繰越控除額は控除しません）

（年額）
均等割額保険料 所得割額

（限度額 55万円）

■ 均等割額の軽減率

■ 平成 25年度
後期高齢者医療制度
の保険料

所得の判定区分
①下欄②に属する被保険者であり、かつ、当該世帯の被保険者
全員の各所得が０円であるとき（ただし、公的年金等控除額は
80万円として計算する）
②世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額等が、
基礎控除額（33万円）を超えないとき
③世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額等が【基
礎控除額（33万円）＋24万５,000円×被保険者の数（被保険
者である世帯主を除く）】を超えないとき
④世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額等が【基礎
控除額（33万円）＋35万円×被保険者の数】を超えないとき

※基礎控除額などの数値については、
今後の税法改正などによって変動する
ことがあります。
※軽減に該当するかどうかを判断する
ときの総所得金額などには、専従者控
除、譲渡所得の特別控除の税法上の規
定は適用されません。
※国民健康保険と同様、当分の間、年
金収入につき公的年金等控除を受けた
65 歳以上の人については、公的年金等
に係る所得金額から 15 万円が控除され
ます。
※世帯主が被保険者でない場合でも、
その世帯主の所得が軽減判定の対象と
なります。

軽減割合

９割

8.5割

５割

２割

5,182円

7,774円

２万5,914円

４万1,462円

軽減後の均等割額（年額）

後期高齢者医療制度に
関するお知らせ

◎平成25年度の保険料と所得状況による軽減について
◎健康診査　◎人間ドックにかかる費用の助成について

平
成
25
年
度
の
保
険
料

14

定
す
る
ま
で
の
仮
納
付
）
は
行
わ
れ

ま
せ
ん
。

②
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
お
支
払

い
）
の
人

　
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

の
人
は
、
原
則
年
６
回
の
年
金
受
給

日
に
、
そ
の
年
金
か
ら
直
接
お
支
払

い
い
た
だ
き
ま
す
。

　
口
座
振
替
で
の
お
支
払
い
を
希
望

す
る
人
は
、
高
齢
介
護
課
窓
口
へ
の

申
し
出
に
よ
り
変
更
で
き
ま
す
。

⑴
平
成
25
年
２
月
に
保
険
料
を
特
別

徴
収
で
支
払
っ
た
人

　
４
月
の
年
金
受
給
時
に
、
２
月
に

お
支
払
い
い
た
だ
い
た
金
額
と
同

額
を
仮
徴
収
額
と
し
て
お
支
払
い

い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
保

険
料
額
の
通
知
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
６
・
８
月
分
は
、
４
月

分
と
同
額
が
適
当
で
な
い
と
市
町

村
が
判
断
し
た
場
合
に
仮
徴
収
額

が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ

の
場
合
は
変
更
通
知
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
。

⑵
平
成
24
年
度
は
普
通
徴
収
で
、
４
・

６
・
８
月
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収

の
対
象
と
な
る
人

　
平
成
24
年
度
の
保
険
料
額
を
も
と

に
仮
徴
収
額
を
決
定
し
ま
す
。
そ

の
場
合
、
事
前
に
「
保
険
料
仮
徴

収
額
決
定
通
知
書
」
と
「
納
入
通

知
書
兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
」

の
一
体
型
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

本
算
定
後
の
特
別
徴
収

　
平
成
25
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
決
定
（
本
算
定
）
後
の
10

月
以
降
、
引
き
続
き
ま
た
は
新
た
に

特
別
徴
収
と
な
る
人
は
、７
月
に
「
保

険
料
額
決
定
通
知
書
」
と
「
特
別
徴

収
開
始
通
知
書
」
の
一
体
型
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。

　
10
・
12
・
２
月
の
年
金
受
給
時
に
、

平
成
24
年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て
計

算
さ
れ
た
年
間
保
険
料
か
ら
仮
徴
収

な
ど
に
よ
り
す
で
に
納
め
て
い
た
だ

い
た
金
額
を
差
し
引
い
た
額
を
、
支

払
回
数
に
振
り
分
け
て
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

健
康
診
査
に
つ
い
て

　
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
、「
健
康
診

査
受
診
券
」
を
「
受
診
券
在
中
」
の

記
載
の
あ
る
封
筒
に
て
、
４
月
下
旬

ご
ろ
に
お
送
り
し
ま
す
。
年
度
途
中

に
新
た
に
75
歳
に
な
る
人
に
は
、
誕

生
月
の
翌
月
当
初
に
順
次
お
送
り
し

ま
す
。

　
受
診
券
が
お
手
元
に
届
き
ま
し
た

ら
、
広
域
連
合
が
指
定
す
る
医
療
機

関
な
ど
に
お
い
て
、
受
診
券
に
記
載

さ
れ
た
有
効
期
限
ま
で
に
無
料
（
年

度
中
に
１
回
）
で
受
診
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
受
診
の
際
は
、
事
前
に

医
療
機
関
な
ど
に
ご
連
絡
の
う
え
、

受
診
券
と
被
保
険
者
証
を
忘
れ
ず
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
長
期
入

院
中
や
施
設
入
所
中
の
人
な
ど
は
、

病
院
・
施
設
に
お
い
て
健
康
管
理
が

図
ら
れ
て
い
る
た
め
、
健
康
診
査
の

対
象
者
か
ら
除
い
て
い
ま
す
。

①
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
６
か
月
以

上
継
続
し
て
入
院
中
の
人

②
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老

人
保
健
施
設
、養
護
老
人
ホ
ー
ム
、

障
害
者
支
援
施
設
な
ど
の
施
設
に

入
所
ま
た
は
入
居
し
て
い
る
人

※

退
院
・
退
所
し
た
な
ど
事
情
変
更

が
あ
っ
た
場
合
は
、
受
診
券
を
発
行

し
ま
す
の
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
一
部
助
成
に
つ

い
て

　
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で

は
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
が
人
間

ド
ッ
ク
を
受
診
さ
れ
た
場
合
の
費
用

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　
費
用
の
助
成
を
受
け
る
に
は
、
高

齢
介
護
課
窓
口
に
必
要
書
類
を
お
持

ち
い
た
だ
き
、
申
請
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
な
お
、
各
年
度
中
、
１
回

の
受
診
に
対
し
、
２
万
６
０
０
０
円

を
上
限
と
し
て
費
用
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

①
人
間
ド
ッ
ク
の
領
収
書
の
写
し

②
検
査
項
目
が
確
認
で
き
る
も
の

（
検
査
結
果
通
知
書
の
写
し
な
ど
）

③
被
保
険
者
証

④
口
座
情
報
が
わ
か
る
も
の

⑤
印
鑑

注
意
事
項

　
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
人
は
、

申
請
す
る
ま
で
の
間
、
領
収
書
な
ど

を
大
切
に
保
管
願
い
ま
す
。

問
合
　
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
（
▽
資
格
管
理
課…

☎
０
６
・
４

７
９
０
・
２
０
２
８
　
▽
給
付
課…

☎
０
６
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１
　

薨
０
６
・
４
７
９
０
・
２
０
３
０
）

月
〜
金
曜
日
の
（
祝
日
を
除
く
）
午

前
９
時
〜
午
後
５
時
30
分
、
ま
た
は

高
齢
介
護
課
（
市
役
所
１
階
６
・
８

番
窓
口
）

健
康
診
査
の
お
知
ら
せ

人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
助
成

ふるさと納税制度
を活用し、わたしたちのまち、
泉大津市を応援してください！

ふるさと納税制度について
詳しくは、泉大津市HPを
ご覧ください！

寄附をいただいた人に、
お礼として「ふるさと産品」を
プレゼントしているんです。

おづみんグッズやブ
ランケットなど、泉
大津を実感してもら
える品物をたくさん
ご用意しています。
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▷後期高齢者医療制度



■（表2）人間ドック・脳ドック指定医療機関一覧（料金は税込）

■（表 1）特定健康診査の日程・場所  　健診は年度内に特定健診、国保プチドック（※1）、人間ドックのいずれか一回の受診に限る
対　象

国保
プチドック
（※1）

40～ 74歳
（75歳誕生日前日
～昭和 49年３月
31日生まれ )

6/21 ㈮、23㈰
10/18 ㈮、20㈰

▷40～ 74 歳…受診券到着後～平成 26 年 3 月 31
日　▷30～39歳…受診券は届きません。受診前に
必ず保険年金課窓口に申請してください。

予約不要。受付時間は午前 9
時～ 11時 30分

保健センター
（宮町 2-25）

保健センター

受診前に医療機関にお問い合
わせください。

要予約（直接医療機関へ）

定員 100 人で要予約。特定
健診受診券に同封のプチドッ
ク案内ちらしを参照してくだ
さい。(4月下旬送付予定 )

人間ドック指定医療機関
（表２）

市内特定健康診査指定医療機関
（受診券同封のパンフレット参照）受診券到着後～平成 26年 3月 31日

5/30 ㈭
6/17 ㈪、18㈫

7/16 ㈫

30～ 74歳
( 受診時現在 )

072・260・5555

072・265・6006 堺市西区浜寺船尾町

06・6941・9620

4万円
4万円

（※2）

日　程

特
定
健
診

健診会場申込方法

（※1）　国保プチドックとは、特定健診と３つのがん検診（肺・胃・大腸）がセットで受診できる健診です。受診料 2,500 円
（※2）　6/21、23、10/18、20 日は、健康推進課の実施するがん検診（肺・胃・大腸）が保健センターで実施されます。が
ん検診の受診を希望する場合は、保健センターへの予約（先着順）が必要になります。予約開始日など詳しくは今月号中綴じの「成
人保健予定表」をご覧ください。

人間
ドック

個別
健診

集団
健診

助成額
(上限 )

　
人間ドック
3万円

脳ドック
2万円

人間ドックと
同日実施の場合
同日実施なし
3万 2,000 円
3万 2,000 円

実施なし

3万 1,500 円
2万 6,250 円
3万 7,800 円

基本料金

4 万 2,000 円
5万円

3万 5,000 円
実施なし

4万 7,250 円
4万 7,250 円

脳ドック
のみは不可

4万 4,100 円

日帰りの
基本料金

人間ドック

所在地

泉大津市下条町
和泉市肥子町
岸和田市加守町
堺市堺区戎島町

大阪市浪速区湊町
堺市西区鳳東町

大阪市中央区大手前

電話番号

32・5622
40・2154

072・445・9908
072・224・1717

0120・728・797

医療機関名

市立病院
府中クリニック
岸和田徳洲会病院
ベルクリニック
聖授会OCAT

予防医療センター
鳳総合健診センター

大手前病院
健康管理センター
馬場記念病院

※脳ドックと 30～ 39 歳の人間ドックは、受診前に必ず保険年金課へ申請してください。「助成決定通知書」をお渡しします。40～ 74
歳の人間ドックは「特定健康診査受診券」が決定通知書の代わりになります。　※「助成決定通知書」か「特定健康診査受診券」を受診時
に指定医療機関の窓口に提出し、基本料金から助成額を引いた金額をお支払いください。　例：▷市立病院で人間ドックを受けた場合の
支払額…4 万 4,100 円ー 3 万円＝1 万 4,100 円　▷府中クリニックで人間ドックと脳ドックを同日に受けた場合の支払額…4 万円＋3
万 2,000 円ー 3万円ー 2万円＝2万 2,000 円

脳ドック

4 万 4,100 円

4万 2,000 円
4万 2,000 円

4万 2,000 円 ５万 2,500 円 ２万 6,250 円

初回 4万 9,350 円、
2回目～ 4 万 6,725 円

年に一度の
健康チェック習慣を！

介護保険料の減免制度

特定健康診査40～74歳の
国民健康保険
加入者の皆さんへ

　次の①か②に該当する人は、介護保険料の減免を受けること
ができます。
①対象者の要件（次の⑴～⑸の要件をすべて満たす人）
⑴保険料の段階が第３・４段階の人で、申請日時点で世帯全員
が市民税非課税の人

⑵世帯主およびすべての世帯員の前年中の収入金額の合計が次
の額以下であること（前年中の収入金額とは、障害年金、遺
族年金、失業給付などの非課税収入を含むすべての収入金額
をいう。また、事業所得などの収入で売上原価などの必要経
費がある収入については、必要経費を控除した後の金額とす
る）

　▷１人世帯…111 万円以下　▷２人世帯…157 万円以下▷
３人世帯… 203 万円以下（以降世帯員が１人増えるごとに
46万円を加算）

⑶所得税・市民税の扶養控除において、また健康保険などの医
療保険において他の世帯の被扶養者となっていないこと

⑷世帯全員が、居住用以外に土地および家屋を有していないこ
と。また、現に居住している土地については、200㎡（約60坪）
を超えていないこと

⑸世帯全員の銀行預金などの元本合計が 350 万円以下である
こと

②対象者の要件（次の要件を満たす人）
介護保険給付において、食費・居住費の特例減額措置を受けて
いる人
減免期間　減免申請書の受付月から当該年度の３月分まで。た
だし、４月から６月までの申請については、仮算定期間のため
保留し７月に決定
減免額　①今の段階の保険料を第２段階の保険料に減額　②現
在の保険料段階を１段階下の保険料に減額
申請に必要な書類　保険料減免申請書・銀行などの調査同意書・
収入申告書・資産等申告書（高齢介護課の窓口に設置）
申請に必要なもの　▷世帯全員の銀行預金通帳など・本人の印
鑑・介護保険証・健康保険証　▷世帯全員の給与証明書や年金
の支払通知（源泉徴収票）などの前年中の収入がわかるもの
　また、この減免以外に失業や災害など、やむを得ない事情に
より介護保険料の納付が困難になった場合などに、保険料の減
免を受けられることがあります。窓口にご相談ください。
問合　高齢介護課（市役所１階８番窓口）

65 歳以上の皆さんへ
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●
40
〜
74
歳
の
人
へ

　
生
活
習
慣
病
の
予
防
な
ど
を
目
的

に
、
特
定
健
康
診
査
（
以
下
、
特
定

健
診
）
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
特
定

健
診
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
加
入
し
て
い

る
保
険
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
対
象

者
に
は
、
特
定
健
診
の
案
内
が
各
保

険
者
か
ら
届
き
ま
す
。
医
療
保
険
証

に
記
載
さ
れ
て
い
る「
保
険
者
」（「
参

考
」
を
参
照
）
を
確
認
の
う
え
、
各

医
療
保
険
者
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
市
で
は
、
国
民
健
康
保
険

（
以
下
、
国
保
）
に
加
入
し
て
い
る

40
歳
か
ら
74
歳
の
人
を
対
象
に
、
次

の
よ
う
な
流
れ
で
特
定
健
診
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
年
に
１
回
は
、
特
定

健
診
を
受
け
て
、
自
分
の
健
康
状
態

を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

特
定
健
康
診
査
利
用
の
流
れ

①
受
診
券
と
質
問
票
の
送
付

　
４
月
下
旬
に
保
険
年
金
課
よ
り
市

国
保
の
対
象
者
に
「
特
定
健
康
診
査

受
診
券
」
と
「
質
問
票
」
を
送
付
し

ま
す
。

②
特
定
健
診
の
日
程
確
認

　
特
定
健
診
は
保
健
セ
ン
タ
ー
で
行

う
集
団
健
診
と
、
指
定
医
療
機
関
で

行
う
個
別
健
診
が
あ
り
ま
す
の
で
、

表
１
で
日
程
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　
集
団
健
診
は
、
ホ
テ
ル
健
診
な
ど
、

追
加
で
実
施
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
広
報
い
ず
み
お
お
つ
な
ど
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
表
１
お
よ
び
表
２
の
と

お
り
特
定
健
康
診
査
受
診
券
を
使
っ

て
、
国
保
プ
チ
ド
ッ
ク
や
人
間
ド
ッ

ク
を
受
診
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

③
特
定
健
診
の
受
診

　
受
診
当
日
は
、
泉
大
津
市
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）、

特
定
健
診
受
診
券
と
質
問
票
、
健
診

料
１
０
０
０
円
を
持
参
く
だ
さ
い
。

④
健
診
結
果
の
通
知

　
受
診
後
、
健
診
結
果
が
通
知
さ
れ

ま
す
。
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
な
ど
の
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
が

高
い
と
判
定
さ
れ
た
人
に
は
、
特
定

保
健
指
導
の
案
内
が
届
き
ま
す
。

特
定
健
診
の
健
診
項
目

①
質
問
票
　
②
身
体
計
測
　
③
診
察

④
血
圧
測
定
　
⑤
血
液
検
査
（
脂
質
、

血
糖
、
肝
機
能
、
腎
機
能
）　
⑥
尿

検
査
　
⑦
心
電
図

※

眼
底
検
査
に
つ
い
て
は
、
一
定
の

条
件
を
満
た
す
人
の
み
が
対
象
と
な

り
ま
す
の
で
、
希
望
す
る
人
は
、
必

ず
受
診
前
に
保
険
年
金
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
参
考
」
保
険
証
に
記
載
さ
れ
て
い

る
「
保
険
者
」
の
種
類

▽
市
町
村
国
民
健
康
保
険
（
泉
大
津

市
国
保
：
保
険
年
金
課
＝
市
役
所
１

階
５
番
窓
口
）　
▽
全
国
健
康
保
険

協
会
（
協
会
け
ん
ぽ
　
大
阪
支
部
☎

06
・
７
７
１
１
・
４
３
０
０
）　
▽

健
康
保
険
組
合
（
健
保
組
合
）　
▽

船
員
保
険
　
▽
共
済
組
合
　
▽
国
民

健
康
保
険
組
合
（
国
保
組
合
）

●
今
年
度
75
歳
に
な
る
人
へ
　

誕
生
日
を
境
に
健
康
診
査
の

受
診
方
法
が
変
わ
り
ま
す

　
現
在
国
保
に
ご
加
入
で
、
今
年
度

75
歳
に
な
る
人
は
、
誕
生
日
前
日
ま

で
と
誕
生
日
以
降
で
、
健
康
診
査
の

受
診
方
法
が
異
な
り
ま
す
。
健
康
診

査
を
い
つ
受
診
す
る
か
は
自
分
で
決

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
選
択

し
た
健
康
診
査
の
受
診
方
法
で
年
１

回
の
受
診
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
75
歳
誕
生
日
前
日
ま
で

　
75
歳
の
誕
生
日
前
日
ま
で
に
、
特

定
健
診
受
診
券
を
使
っ
て
受
診
で
き

ま
す
。
な
お
、
健
診
料
１
０
０
０
円

が
必
要
で
す
。

○
75
歳
誕
生
日
当
日
以
降

　
誕
生
日
の
翌
月
上
旬
に
、
府
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
届
く
受

診
券
を
使
っ
て
、
後
期
高
齢
者
医
療

健
康
診
査
を
受
診
で
き
ま
す
。
健
診

料
は
無
料
で
す
。

問
合
　
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階

５
番
窓
口
）

　市では、ごみの減量・リサイクルに取り組んでいる小売店
舗をエコショップとして認定し、ひろく市民や事業者に認知
していただくことで、環境貢献の意識高揚を図るとともに、
環境にやさしいライフスタイルの実現を目指しています。平
成24年度、エコショップ登録いただいたお店は12件です。
　今月は、第３弾として、平成 24 年度に新たに登録いただ
いたクリーニングのアンデルセン（泉大津店（池浦町）＝☎
33・2470　助松店（東助松町）＝☎21・9322）のエコな
取り組みを紹介します。
　お買い物にはぜひエコショップをご利用ください。また、
エコな取り組みをしている小売店は、市役所環境課にてエコ
ショップ登録してください。　
エコショップ登録店・
クリーニングのアンデルセンの取り組み
▷衣類・靴・バッグなどの修理 (リペア )
　衣類の修理はもちろん、靴・カバンのクリーニングやリフ

ト・ファスナーなどの交換、あらゆる修理を行っています。
▷ハンガーの回収と再利用 (リユース )
　　使用済みハンガー３５本を、お持ちいただくとドライク
リーニング50円券をプレゼントしています。
▷お持ち帰り時のサービス袋削減
　サービス袋の無料配布を廃止し、マイバックの普及を促進
することで、ごみの減量や資源の節約及び二酸化炭素の削減
に積極的に取り組んでいます。
問合　環境課（市役所２階21番窓口）

←エコショップ登録店はこの
ステッカーが目印ですエコショップのご紹介

リサイクルに取り組んでいるお店

クリーニングアンデル
セン助松店
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最
近
、
ア
ラ
イ
グ
マ
な
ど
の
外
来

生
物
（
本
来
そ
の
地
域
で
生
息
し
て

い
な
い
生
物
）
や
外
来
魚
な
ど
が
多

く
繁
殖
し
て
生
態
系
に
大
き
な
悪
影

響
を
お
よ
ぼ
す
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
外
来
生
物
の
多
く
は
、
人
間
の

ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
育
さ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
最
後
ま
で
責
任
を
も
っ
て
飼

育
し
な
か
っ
た
一
部
の
飼
い
主
が
発

端
で
繁
殖
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま

す
。
外
来
生
物
の
多
く
は
、
本
来
野

生
動
物
で
あ
り
、
犬
や
猫
の
よ
う
に

人
間
に
な
つ
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
ア
ラ
イ
グ
マ
な
ど
一
部

の
外
来
生
物
の
飼
養
は
、
法
律
で
原

則
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
外
来
生
物
や
動
物
な
ど
を
飼
育
す

る
前
に
は
、
よ
く
考
え
て
か
ら
飼
育

し
、
適
正
に
管
理
す
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

ア
ラ
イ
グ
マ
な
ど
を
見
か
け
た
と
き

の
注
意

①
む
や
み
に
驚
か
せ
た
り
、
触
っ
た

り
し
な
い
（
人
間
が
お
ど
か
し
た

り
し
な
い
限
り
、
動
物
か
ら
攻
撃

し
た
り
し
ま
せ
ん
）

②
珍
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
エ
サ
を

あ
げ
た
り
し
な
い

③
日
ご
ろ
か
ら
、
外
来
生
物
や
野
生

動
物
な
ど
が
住
み
に
く
い
環
境
づ

く
り
を
心
が
け
る（
雑
草
な
ど
は
、

定
期
的
に
刈
り
取
り
、
残
飯
な
ど

も
食
い
荒
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
工

夫
す
る
）

　
の
ら
猫
（
飼
い
主
の
い
な
い
猫
）

に
よ
る
ふ
ん
・
尿
の
苦
情
や
、
に
お

い
や
鳴
き
声
の
相
談
が
増
え
て
い
ま

す
が
、
そ
も
そ
も
の
ら
猫
は
、
一
部

の
飼
い
主
が
無
責
任
な
飼
育
を
行
っ

た
り
、
捨
て
た
こ
と
が
発
端
で
す
。

　
猫
を
可
愛
が
る
気
持
ち
を
持
つ
こ

と
は
悪
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
可
愛
が

る
あ
ま
り
逆
に
の
ら
猫
を
増
や
し
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

猫
は
、
飼
育
環
境
を
整
え
る
こ
と
で

室
内
飼
養
で
き
る
の
で
、
放
し
飼
い

に
し
て
い
る
人
は
、
飼
育
方
法
を
今

一
度
見
直
し
て
く
だ
さ
い
。

　
の
ら
猫
を
こ
れ
以
上
増
や
さ
な
い

た
め
に
も
、
一
人
ひ
と
り
が
よ
く
考

え
、
行
動
し
、
猫
が
好
き
な
人
も
苦

手
な
人
も
と
も
に
マ
ナ
ー
を
守
っ
て

人
間
と
猫
が
仲
よ
く
共
存
で
き
る
環

境
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ
お
願
い

①
放
し
飼
い
を
や
め
室
内
で
飼
育
す

る
（
交
通
事
故
や
ノ
ミ
・
ダ
ニ
な

ど
に
よ
る
皮
膚
炎
な
ど
の
病
気
、

迷
子
な
ど
を
防
げ
ま
す
）

②
首
輪
に
名
札
な
ど
を
つ
け
、
飼
い

主
が
わ
か
る
よ
う
に
す
る

③
近
隣
で
ふ
ん
・
尿
を
さ
せ
な
い
よ

う
に
、
ト
イ
レ
の
し
つ
け
を
す
る

④
繁
殖
を
希
望
し
な
い
場
合
は
、
避

妊
・
去
勢
手
術
を
受
け
る

　
飼
い
主
に
よ
る
犬
の
ふ
ん
・
尿
の

放
置
に
関
す
る
苦
情
や
相
談
が
増
え

て
い
ま
す
。
愛
犬
も
あ
な
た
の
家
族

で
す
。
知
ら
な
い
う
ち
に
他
人
に
迷

惑
を
か
け
て
い
ま
せ
ん
か
。
快
適
に

愛
犬
と
暮
ら
す
た
め
に
も
愛
情
と
責

任
を
も
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う
。
　

　
生
後
91
日
以
上
経
過
し
た
犬
を
飼

う
と
き
は
、
狂
犬
病
予
防
法
に
基
づ

き
、
30
日
以
内
に
飼
犬
登
録
が
必
要

で
す
（
一
生
涯
に
１
回
の
登
録
）。

ま
た
、
毎
年
１
回
狂
犬
病
予
防
接
種

を
受
け
さ
せ
、
飼
い
犬
に
鑑
札
お
よ

び
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
を
装
着
す

る
こ
と
が
飼
い
主
の
義
務
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
な
お
、
飼
い
犬
を
散
歩
さ
せ
る
と

き
は
リ
ー
ド
を
つ
け
て
犬
を
制
御
で

き
る
人
が
行
い
、
ふ
ん
・
尿
の
後
始

末
は
責
任
を
も
っ
て
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
首
輪
な
ど
は
き
つ
く
締

め
、
リ
ー
ド
を
適
切
な
長
さ
に
保
ち
、

歩
行
者
な
ど
に
不
安
を
与
え
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ
お
願
い

①
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守
っ
て
、
正

し
く
し
つ
け
る

②
公
園
な
ど
公
共
の
場
所
で
は
決
し

て
放
さ
な
い
よ
う
に
す
る

③
最
後
ま
で
責
任
を
も
っ
て
飼
う

④
繁
殖
を
希
望
し
な
い
場
合
は
、
避

妊
・
去
勢
手
術
を
受
け
る

　
最
近
、
カ
ラ
ス
が
ご
み
袋
を
食
い

散
ら
か
す
こ
と
が
多
く
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
都
市
部
に
飛
来
す
る
カ
ラ
ス

の
多
く
は
、
人
間
が
出
す
生
ご
み
を

エ
サ
に
す
る
た
め
集
ま
り
、
集
団
で

広
範
囲
に
わ
た
り
行
動
し
て
い
る
と

い
わ
れ
ま
す
。
カ
ラ
ス
の
被
害
を
な

く
す
た
め
、
ご
み
を
出
す
と
き
は
、

次
の
よ
う
な
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご
み
を
出
す
と
き
の
工
夫

①
ご
み
は
、
収
集
日
当
日
に
出
す

②
ご
み
は
、
ふ
た
が
付
い
た
ポ
リ
容

器
に
入
れ
て
出
す
か
ご
み
散
乱
防

止
ネ
ッ
ト
な
ど
を
活
用
す
る

③
食
品
の
ム
ダ
や
食
べ
残
し
を
少
な

く
し
生
ご
み
を
減
ら
す

④
ご
み
袋
か
ら
生
ご
み
が
見
え
な
い

よ
う
に
す
る

問
合
　
環
境
課
（
市
役
所
２
階
21
番

窓
口
）

外
来
生
物

飼
う
前
に
よ
く
考
え
て

猫
と

仲
よ
く
共
存
で
き
る

ま
ち
づ
く
り

マ
ナ
ー
を
守
り

犬
を
正
し
く

し
つ
け
よ
う

カ
ラ
ス
に

荒
ら
さ
れ
な
い
よ
う

ご
み
を
出
そ
う

ど
う
ぶ
つ
と

い
っ
し
ょ
に

暮
ら
す
た
め
に
守って
ほしい

４つのこと
。

犬や猫などのペットは、飼い主
にとっては家族同然。でも、マ
ナーを守らなければ周囲に迷惑
をかけてしまいます。また、日
本の生態系をおびやかす外来生
物の飼養にも注意が必要です。
さまざまなどうぶつたちと同じ
環境で、わたしたちが快適に暮
らしていくために心がけておき
たいことをまとめました。
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市
職
員
を
か
た
る
不
審
な
電
話
や

還
付
金
詐
欺
に
ご
注
意
を
！

　
市
内
で
、
市
役
所
、
社
会
保
険
事

務
所
の
職
員
、
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
を
名
乗
り
、
医
療
費
の
還
付

金
を
装
っ
て
、Ａ
Ｔ
Ｍ（
現
金
自
動
預

け
払
い
機
）
な
ど
を
利
用
し
て
お
金

を
振
り
込
ま
せ
よ
う
と
す
る
不
審
な

電
話
が
多
発
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の

際
、
金
融
機
関
の
職
員
が
常
駐
し
て

い
な
い
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や

ス
ー
パ
ー
な
ど
に
設
置
さ
れ
て
い
る

Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
さ
せ
る
事
例
が
数
多

く
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　
市
役
所
な
ど
の
公
的
機
関
で
は
、

医
療
費
の
還
付
金
の
受
取
り
な
ど
に

つ
い
て
、
電
話
や
訪
問
に
よ
り
Ａ
Ｔ

Ｍ
の
利
用
を
促
す
こ
と
や
、
銀
行
の

口
座
番
号
・
暗
証
番
号
を
お
伺
い
す

る
こ
と
、
健
康
保
険
証
や
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
お
預
か
り
す
る
こ
と

は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

　
不
審
に
感
じ
た
ら
、
す
ぐ
に
指
示

に
従
わ
ず
、
い
っ
た
ん
通
話
を
切
り
、

最
寄
り
の
警
察
や
市
役
所
に
電
話
す

る
な
ど
の
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
　
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階

５
番
窓
口
）ま
た
は
高
齢
介
護
課（
同

８
番
窓
口
）

水
道
の
集
金
を
装
う

不
審
者
の
訪
問
に
ご
注
意
を
！

市
は
訪
問
集
金
を
行
い
ま
せ
ん
！

　
最
近
、
水
道
料
金
の
集
金
の
委
託

を
受
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
装
っ
て

訪
問
し
、「
水
道
料
金
が
滞
納
と
な
っ

て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
水
道
を
止

め
ざ
る
を
得
な
い
」
と
説
明
し
、
現

金
を
要
求
す
る
ケ
ー
ス
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
止
水
バ
ル
ブ
に
手

を
加
え
、
水
を
止
め
る
悪
質
な
ケ
ー

ス
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
水
道
課
で
は
、
水
道
料
金
の
訪
問

に
よ
る
集
金
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

万
が
一
被
害
に
遭
わ
れ
た
場
合
は
、

警
察
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
水
道
や
下
水
道
関
係
の
訪

問
販
売
や
電
話
勧
誘
に
関
す
る
問
い

合
わ
せ
が
市
に
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
次
の
よ
う
な
こ
と
は
市
で

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

▽
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
直
接
ご
依
頼

の
な
い
水
質
検
査

▽
浄
水
器
な
ど
の
取
り
付
け
・
販
売

お
よ
び
点
検
や
部
品
交
換

▽
宅
地
内
で
の
水
道
管
や
下
水
管
の

水
管
洗
浄

水
道
課
・
下
水
道
課
が
工
事
を
施
工

す
る
場
合
は…

事
前
に
「
工
事
の
お

知
ら
せ
」
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

各
家
庭
の
量
水
器
交
換
、
測
量
調
査

な
ど
が
必
要
な
場
合
は…

市
職
員
が

訪
問
す
る
か
、
市
長
発
行
の
証
明
書

を
所
持
し
た
施
工
業
者
が
行
い
ま

す
。

不
審
に
思
わ
れ
た
と
き
は

　「
市
職
員
証
」
か
「
市
長
発
行
の

証
明
書
」
の
提
示
を
求
め
る
か
、
水

道
課
・
下
水
道
課
へ
確
認
の
電
話
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
合
　
▽
水
道
関
係…

水
道
課
（
市

役
所
２
階
26
番
窓
口
）　
▽
下
水
道

関
係
・・・
下
水
道
課
（
同
25
番
窓
口
）

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
な
ど

　
浄
水
器
な
ど
の
購
入
や
管
の
清
掃

な
ど
の
役
務
提
供
は
、
契
約
書
面
を

受
領
し
て
か
ら
８
日
以
内
で
あ
れ
ば

無
条
件
に
契
約
解
除
（
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
）
で
き
ま
す
。
こ
の
件
に
関
し

て
詳
し
い
こ
と
は
、
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
（
市
役
所
１
階
。
月
〜
金
曜
日
・

午
後
１
時
〜
４
時
）
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

市内で消費者被害多発！
市職員をかたって電話をかけてお金を振り込ませたり、

水道料金の集金を装った訪問でお金をだまし取られる事例が出ています！

　ＴＤＫ株式会社は、平成 25 年２月８日に長崎県長崎市の
グループホームで発生した火災事故の出火元が、同社製加湿
器（スチーム式、型式：ＫＳ－500Ｈ）である可能性が高いこ
とが判明したとの公表を行いました。
　同社では、事故の再発防止を図るため、これまで平成 11
年１月 27 日に新聞社告などを行い、対象製品の製品回収を

実施してきましたが、本件火災事故が発生したことから再周
知を行ったところです。
　対象製品をお持ちの人は、直ちに使用を中止し、同社まで
ご連絡をお願いします。
●ＴＤＫ株式会社 加湿器の問い合わせ先
フリーダイヤル　☎0120・604・777
受付時間　午前９時～午後７時（土・日・祝日も含む）
ホームページ　http://www.tdk.co.jp

リコール製品で火災の疑い
(TDK 株式会社製の加湿器 KS-500H) 
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▷どうぶつといっしょに暮らすために／消費者被害多発




